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☆☆JASと食品添加物－その１☆☆ 

ご存じのように、ベーコン類、ハム類、プレスハム及びソーセージ(以下「ベー

コン類等」という。)、熟成ハム類、熟成ソーセージ類及び熟成ベーコン類(以下「熟

成ハム類等」という。)の日本農林規格(ＪＡＳ)では、使用できる原料肉、原材料、

そして食品添加物が規定されています。食品添加物は、「CODEX一般規格3.2の規定

に適合するものであって、かつ、その使用条件は同規格3.3の規定に適合している

こと。」とされています。 

以前は、「１．調味料 5´-イノシン酸二ナトリウム、塩化カリウム、･･･」のよ

うに、用途別に使用できる食品添加物が掲げられ、さらに「そのうち１製品に使用

できるのは○種以下」といったポジティブリスト制でした。それが平成26年8月14

日の改正で現在の規格になりました。 

改正から８年余りが経過していますので、その改正の経緯、対応等について振り

返ってみたいと思います。 

 

☆☆日本農林規格調査会での決定☆☆ 

すべてのＪＡＳ案は、「日本農林規格調査会」で審議され、制定、確認、改正又

は廃止が決定されます。調査会では、ＪＡＳの制定等の案の妥当性を判断する際

の、いわば”物差し”として「ＪＡＳの制定・見直しの基準」(以下「基準」とい

う。)を定めています。この基準は平成17年に制定され、食品添加物については「製

品の特性を踏まえ、使用を必要かつ最小限とする」とされました。 

基準の制定から６年余が経過し、調査会においてさらなるＪＡＳの普及のため

に基準に必要な修正を加えることが審議されました。食品添加物については、食品

衛生法で規制されており、これと別にＪＡＳで食品添加物を判断、指定して(ＪＡ

Ｓを)普及していくのではなく、使用している食品添加物についてその使用目的等

を示して「必要かつ最小限」としていることの説明を事業者がホームページ等を通

じて消費者に伝えていくことを促すことが重要とされました。 

審議が重ねられ、平成24年2月24日の調査会において、「遵守義務のある規格等と

の関係を考慮して必要な整理を行う。」、「食品添加物の使用が必要かつ最小限であ

るであることを消費者に伝える。」ことが基準に追加されました。 

この改正を受け、ＪＡＳの食品添加物は、食品添加物の使用が必要かつ最小限で

あることを、CODEX委員会が定めた「食品添加物の使用に関する一般原則」3.2及び

3.3を引用して規定するとともに、当該情報を消費者に伝達する規定に改正されま

した。 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆☆CODEX一般規格3.2と使用できる食品添加物☆☆ 

農林水産省は、CODEX一般規格3.2の運用に当たっての考え方を、次の（１）から

（３）のとおり示しました。そして、ＪＡＳ認証業務に混乱を来さないようにする

ため、この考え方にしたがって、品目ごとに、使用可能な食品添加物の具体的な範

囲等を、業務規程等に掲載するよう登録認証機関に指示しました。 

（１）改正前のＪＡＳで使用が認められていた食品添加物 

食品衛生法で使用が認められているものであり、用途が明確で、かつ、使

用により消費者に誤解を与えるものではない等の理由から、現時点では、

CODEX一般規格3.2の規定に適合している。 

（２）改正前のＪＡＳで定められていた用途に係る食品添加物であって、使用で

きるリストに掲げられていなかったもの 

食品衛生法で使用が認められているか、使用にメリットがあるか、使用に

より消費者に誤解を与えないか、上記（１）の食品添加物で代替できないか

等を十分に検討の上、CODEX一般規格3.2への適合性を判断する。 

（３）改正前のＪＡＳで定められていなかった用途にかかる食品添加物 

基本的に使用の必要性が認められないことから、CODEX一般規格3.2に適

合しないと判断されるが、その使用によって食品添加物の使用量(総量)を

削減できるなどのメリットがある場合には、使用により消費者に誤解を与

えないか、上記（１）の食品添加物で代替できないか等を十分に検討の上、

CODEX一般規格3.2への適合性を判断する。 

 

改正前 改正後

次に掲げるもの以外のものを使用していな
いこと。

１ 調味料
５’－イノシン酸二ナトリウム、塩化カリウ
ム、 ５’－グアニル酸二ナトリウム、・・・

２ 結着補強剤
ピロリン酸四カリウム、ピロリン酸二水素
ナトリウム、ピロリン酸四ナトリウム、・・・

食品添加物の使用原則
（製造加工上必須であるもの等）

適正製造規範

（食品添加物を少ない量に制限
すること）

［新設］

［改正］

消費者に対する情報伝達

食品添加物の使用管理の記録
及び記録の保管

食品添加物の改正概要

※① 消費者に対する情報伝達は、消費者向けの規格

に規定。

※② 食品添加物を使用しないことが規定されている規

格については、現行どおり。

CODEX3.2  

CODEX3.3  

食品添加物の改正概要(平成26年8月14日付) 



農林水産省の通知を受け、食肉科研は、平成26年9月12日に使用できる食品添加

物リストを業務規程に掲載しました。また、食肉科研のホームページに掲載してい

ますのでどなたでも確認することができます。 

次回は、その後業務規程に追加した食品添加物等について紹介いたします。 
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